
附
属
書
三－

Ｅ

原
産
地
に
関
す
る
申
告
文

原
産
地
に
関
す
る
申
告
は
、
次
に
掲
げ
る
申
告
文
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
言
語
に
よ
る
も
の
を
用
い
て
、
及
び
輸
出
締
約
国
の

法
令
に
従
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
原
産
地
に
関
す
る
申
告
が
手
書
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
イ
ン
キ
に
よ
り
活
字
体

で
記
す
も
の
と
す
る
。
当
該
原
産
地
に
関
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
に
従
っ
て
作
成
す
る
。
注
は
、
再
度
記
載

す
る
必
要
は
な
い
。

日
本
語
に
よ
る
申
告
文

（期
間
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（注
１

）
）

こ
の
文
書
の
対
象
と
な
る
産
品
の
輸
出
者

（輸
出
者
参
照
番
号
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別
段
の
明
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を
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場
合
を

、

除
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ほ
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の
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３

）が
特
恵
に
係
る
原
産
地
で
あ
る
こ
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を
申
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す
る

、
。
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所
及
び
日
付
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出
者
の
氏
名
又
は
名
称

（活
字
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に
よ
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も
の
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（
英
語
に
よ
る
申
告
文
は
省
略
）

注
１

原
産
地
に
関
す
る
申
告
が
第
三
・
十
七
条
５

に
規
定
す
る
同
一
の
原
産
品
の
二
回
以
上
の
輸
送
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
申

(b)

告
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
記
載
す
る
。
当
該
期
間
は
、
十
二
箇
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
原
産
品
の
全
て
の
輸
入
は
、
記
載
さ
れ
た
期
間

内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
期
間
の
適
用
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
２

輸
出
者
が
特
定
さ
れ
る
参
照
番
号
を
記
載
す
る
。
英
国
の
輸
出
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
参
照
番
号
は
、
英
国
の
法
令
に
従
っ
て
割
り
当
て
ら
れ

る
番
号
と
す
る
。
日
本
国
の
輸
出
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
参
照
番
号
は
、
日
本
国
の
法
人
番
号
と
す
る
。
輸
出
者
が
番
号
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
３

産
品
の
原
産
地
（
英
国
又
は
日
本
国
）
を
記
載
す
る
。

注
４

場
合
に
応
じ
て
、
次
の
一
又
は
二
以
上
の
記
号
を
記
載
す
る
。

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ａ
」

(a)
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第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ｂ
」

(b)

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ｃ
」
（
当
該
産
品
に
実
際
に
適
用
さ
れ
る
品
目
別
規
則
の
種
類
に
係
る
次
の
数
字
を

(c)

追
加
的
に
付
す
る
。
）

関
税
分
類
の
変
更
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
１
」

非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
又
は
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
「
２
」

特
定
の
生
産
工
程
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
３
」

付
録
三－

Ｂ－

１
第
三
節
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
４
」

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
累
積
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
Ｄ
」

第
三
・
六
条
に
規
定
す
る
許
容
限
度
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
Ｅ
」

注
５

場
所
及
び
日
付
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
文
書
自
体
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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